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亀岡市立東輝中学校  
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気象防災情報の変更に伴う警報発表時の登校について 

 

  向暑の候  保護者の皆様にはますますご健勝のことと存じます。日頃は本校教育にご理解と

ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、亀岡市への気象警報の発表について、現在、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の気象

情報については、注意報、警報、特別警報の名称を使用していますが、令和８年５月 28 日より

特別警報と警報の間に危険警報が新設され、レベル１からレベル５の表記が併用されることと

なりました。 

つきましては、警報発表時に混乱なく対応できるよう、気象警報発表時の登校について、再度

下記のように確認させていただきます。         

なお、学校から電話等による連絡は行いませんので、各ご家庭において気象情報をご確認い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記  

 

１  警報発表時の対応  

 「亀岡市」に警報・危険警報・特別警報等 (以下、警報とする )の気象警報が発表さ

れた場合に自宅待機・休校等の措置をとる。  

  ＊新しく危険警報が付け加えられた「大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮」並びに

変更されていない「暴風、波浪、大雪、暴風雪」の警報対応も同様とする。  

 

 (１ )午前７時の時点で警報が発表されているとき  …  登校を見合わせ自宅待機  

 (２ )午前９時になっても警報が解除されないとき  …  臨時休校  

 (３ )午前９時までに警報が解除されたとき     …  安全に気を付けつつ、登校  

 (４ )登校後に警報が発表されたとき        …  状況に応じて休校とし、速

やかな下校、または学校で

待機後に下校  

 

２  注意事項  

 

(１ ) 警報は市町村ごとに発表されますので、各種報道で「京都府南部」「京都・亀  

岡」に警報と表示されていても、「亀岡市」には発表されていない場合があり

ます。「亀岡市」に警報が発表されているかどうかは、NHK の放送や気象庁の

ホームページ等で市町村別の情報を見てご確認してください。  

 

(２ )警報解除後の対応については、保護者連絡用アプリ「TETORU」により、発信

を行います。  


